
 

令和元年９月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和元年８月２７日 

２ 招 集 日   令和元年９月３日 

３ 提出議案件数  ２５件 

予 算  ６件 

条 例 １１件 

その他  ８件 

４ 議案等件名 

議案第２５号 令和元年度西条市一般会計補正予算（第３回） 

について 

議案第２６号 令和元年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第２７号 令和元年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第２回）について 

議案第２８号 令和元年度西条市簡易水道事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第２９号 令和元年度西条市公共下水道事業特別会計補正 

予算（第２回）について 

議案第３０号 令和元年度西条市本谷温泉事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第３１号 平成３０年度西条市一般会計及び特別会計歳入 

歳出決算の認定について 

議案第３２号 平成３０年度西条市水道事業会計決算の認定に 

ついて 

議案第３３号 平成３０年度西条市病院事業会計決算の認定に 

ついて 

議案第３４号 公有水面埋立地の用途の変更について ・・・・・  １ 

議案第３５号 西条市職員退職手当条例等の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

議案第３６号 西条市手数料条例の一部を改正する条例につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

議案第３７号 西条市図書館設置及び管理条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

議案第３８号 西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の 

一部を改正する条例について ・・・・・・・・・  ５ 

別 

冊 



 

議案第３９号 西条市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部 

を改正する条例について ・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第４０号 西条市母子生活支援施設設置及び管理条例等の 

一部を改正する条例について ・・・・・・・・・  ７ 

議案第４１号 西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

議案第４２号 西条市認定こども園条例の一部を改正する条例 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第４３号 西条市印鑑条例の一部を改正する条例について ・ １０ 

議案第４４号 西条市西ひうち水道条例及び西条市水道事業給 

水条例の一部を改正する条例について ・・・・・ １１ 

議案第４５号 西条市病院事業の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・ １２ 

報告第１３号 平成３０年度西条市財政健全化判断比率及び公 

営企業における資金不足比率の報告について ・・ １３ 

報告第１４号 平成３０年度西条市公営企業における資金不足 

比率の報告について ・・・・・・・・・・・・・ １４ 

報告第１５号 平成３０年度西条市公営企業における資金不足 

比率の報告について ・・・・・・・・・・・・・ １５ 

報告第１６号 消火活動中における物損事故に伴う和解及び損 

害賠償の額の決定の専決処分について ・・・・・ １６ 
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議案第３４号  公有水面埋立地の用途の変更について 

（港湾河川課） 

 

１ 提出の理由 

  公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第１３条の２第２項において準

用する同法第３条第１項の規定により、東予港港湾管理者（愛媛県知事）から、

次の公有水面埋立地の用途の変更について意見を求められたので、同法第１

３条の２第２項において準用する同法第３条第４項の規定により、異議はな

い旨の意見を述べることについて議会の議決を求める。 

 

２ 概要 

  西条市ひうち字西ひうち地先の東予港港湾区域内における公有水面埋立地

の用途について、緑地の一部を工業用地に変更する。 
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議案第３５号  西条市職員退職手当条例等の一部を改正する条例につ 

いて 

（職員厚生課・消防本部総務課） 

 

１ 提出の理由 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）が公布されたことに伴い、所要

の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の成年被後見人等を理由とす

る失職等の規定が削除されたため、次に掲げる改正を行う。 

(1) 西条市職員退職手当条例（平成１６年西条市条例第４６号）のほか人事

又は給与に係る条例４件について、関係部分の削除等を行う。 

(2) 西条市消防団条例（平成１６年西条市条例第２０７号）中の消防団員の

欠格条項について、成年被後見人及び被保佐人の規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

  令和元年１２月１４日 
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議案第３６号  西条市手数料条例の一部を改正する条例について 

（消防本部予防課） 

 

１ 提出の理由 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（令和元

年政令第１２号）が施行されることに伴い、所要の条例改正を行おうとするも

のである。 

 

２ 概要 

  特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る手数料の額を引き上げるものであ

る。 

 

３ 施行期日等 

  令和元年１０月１日とし、同日以後の申請に係る手数料について適用する。 
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議案第３７号  西条市図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例 

        について 

                    （社会教育課） 

 

１ 提案の理由 

図書館の開館時間及び休館日の見直しにより、時代に即した運営体制を構

築し、持続可能な図書館運営に取り組むため、所要の条例改正を行おうとする

ものである。 

 

２ 概要 

(1) 図書館の休館日について 

  西条市立西条図書館に休館日（月曜日）を追加し、市内４図書館の休館日

を月曜日に統一する。 

  改正後 改正前 

西条市立西条図書館 

月曜日 

なし 

西条市立東予図書館 月曜日 

西条市立丹原図書館 金曜日 

西条市立小松温芳図書館 水曜日 

(2) 図書館の開館時間について 

  改正後 改正前 

西条市立西条図書館 
午前９時３０分から

午後８時３０分まで 

午前９時から  

午後１０時まで 

西条市立東予図書館 
午前１０時から 

午後６時まで 

午前９時から 

午後７時まで 
西条市立丹原図書館 

西条市立小松温芳図書館 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第３８号  西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の一部を 

改正する条例について 

                    （社会教育課） 

 

１ 提案の理由 

西条市立東予図書館の開館時間の見直しに伴い、複合施設である西条市立

東予郷土館の円滑な運営を図るため、所要の条例改正を行おうとするもので

ある。 

 

２ 概要 

 西条市立東予図書館の開館時間に合わせて、西条市立東予郷土館の開館 

時間を変更する。 

 

改正後 改正前 

午前１０時から 

午後６時まで 

午前９時から 

午後７時まで 

 

３ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第３９号  西条市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正 

する条例について 

（社会福祉課） 

 

１ 提出の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成３０年法律第６６号）等が施行されたことに伴い、

所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

次に掲げる改正を行うものとする。 

(1) 災害援護資金の貸付利率を、延滞の場合を除き無利子とし、災害援護資金

の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならないこととす

る。 

(2) 償還方法に月賦償還を追加する。 

 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 公布の日 

(2) 経過措置 平成３１年４月１日以後に生じた災害に対する災害援護資金 

の貸付けから適用する。 
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議案第４０号  西条市母子生活支援施設設置及び管理条例等の一部を 

改正する条例について  

（子育て支援課） 

 

１ 提出の理由 

  令和元年１１月３０日をもって西条市くるみ荘の運営を終了すること、及

び西条市すみれ荘の改修工期の変更に伴い、所要の条例改正を行おうとする

ものである。 

 

２ 概要 

(1) 西条市くるみ荘に関する規定を削除する。 

(2) 西条市母子生活支援施設設置及び管理条例の一部を改正する条例（平成

３１年西条市条例第９号）の施行期日を「公布の日から起算して９月を超え

ない範囲内において規則で定める日」から「公布の日から起算して１年を超

えない範囲内において規則で定める日」に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和元年１２月１日。ただし、第２条の規定は、公布の日 
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議案第４１号  西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

                           （保育・幼稚園課） 

 

１ 提出の理由 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平

成３１年厚生労働省令第４９号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を

行おうとするものである。 

     

２ 概要 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について、次に掲げる改正

を行う。 

(1) 連携施設の確保義務の緩和 

(2) 連携施設に関する経過措置期間の延長 

 

３ 施行期日 

  公布の日 



9 

議案第４２号  西条市認定こども園条例の一部を改正する条例について 

                           （保育・幼稚園課） 

 

１ 提出の理由 

  令和２年度から西条市立東予南保育所及び西条市立東予南幼稚園を統合し、

西条市立東予南こども園を開設することに伴い、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

     

２ 概要 

(1) 第２条の表に西条市立東予南こども園に関する規定を追加する。 

(2) 附則において、次に掲げる改正を行う。 

  ア 西条市保育所条例（平成１６年西条市条例第１１７号）第２条の表にお

いて西条市立東予南保育所に関する規定を削除する。 

  イ 西条市立幼稚園設置条例（平成１６年西条市条例第８２号）第１条の表

において西条市立東予南幼稚園に関する規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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議案第４３号  西条市印鑑条例の一部を改正する条例について 

（市民生活課） 

 

１ 提出の理由 

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令（平成３１年政令第１５２

号）が施行されること、及び印鑑登録証明書に性別を記載することを廃止する

ことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 住民基本台帳に旧氏の併記を希望する者に係る印鑑登録証明書へ旧氏を

併記し、旧氏での印鑑登録を可能とする。 

(2) 性同一性障害等に配慮し、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱 

 いとする。 

 

３ 施行期日 

  令和元年１１月５日 
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議案第４４号  西条市西ひうち水道条例及び西条市水道事業給水条例 

の一部を改正する条例について 

（水道工務課） 

 

１ 提出の理由 

  水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に

関する政令（平成３１年政令第１５４号）が施行されることに伴い、所要の条

例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

  条例において引用している水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）の規

定を、第５条から第６条に改める。 

 

３ 施行期日 

令和元年１０月１日 
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議案第４５号  西条市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する 

条例について 

                          （健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市立周桑病院の精神科病床を廃止し、及び一部の診療科目の名称を変

更するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

  第２条第２項の表に次に掲げる改正を行う。 

(1) 精神科病床に関する規定を削除する。 

(2) 診療科目の名称について、「肛門科」を「肛門外科」に、「循環器科」を 

「循環器内科」に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和元年１０月１日 
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報告第１３号  平成３０年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業    

における資金不足比率の報告について 

（財 政 課） 

 

１ 提出の理由 

平成３０年度西条市財政健全化判断比率及び公営企業における資金不足比

率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９

４号）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、議会に報告するもので

ある。 

 

２ 財政健全化判断比率 

（単位：パーセント） 

比   率 西条市比率 備   考 

①実質赤字比率 － ①実質赤字比率と②連結実質赤字

比率は、黒字であれば「－（傍線）」

と表示される。 ②連結実質赤字比率 － 

③実質公債費比率 6.8 
③実質公債費比率と④将来負担比

率は暫定値 
④将来負担比率 73.4 

 

３ 公営企業における資金不足比率 

比   率 会 計 区 分 西条市比率 

 

⑤ 
公営企業における 

資金不足比率 

簡易水道事業特別会計 

公営企業における 

資金不足は無し 

公共下水道事業特別会計 

港湾上屋事業特別会計 

小松地域交流事業特別会計 

本谷温泉事業特別会計 
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報告第１４号  平成３０年度西条市公営企業における資金不足比率の    

報告について 

（水道業務課） 

 

１ 提出の理由 

平成３０年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規

定により、議会に報告するものである。 

 

２ 公営企業における資金不足比率 

比   率 会 計 区 分 西条市比率 

公営企業における 

資金不足比率 
水道事業会計 

公営企業における 

資金不足は無し 
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報告第１５号  平成３０年度西条市公営企業における資金不足比率の    

報告について 

（健康医療推進課） 

 

１ 提出の理由 

平成３０年度西条市公営企業における資金不足比率について、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規

定により、議会に報告するものである。 

 

２ 公営企業における資金不足比率 

比   率 会 計 区 分 西条市比率 

公営企業における 

資金不足比率 
病院事業会計 

公営企業における 

資金不足は無し 
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報告第１６号  消火活動中における物損事故に伴う和解及び損害賠償 

の額の決定の専決処分について 

（消防本部総務課） 

 

１ 提案理由 

  消火活動中における物損事故に伴う和解及び損害賠償の額を決定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する

ものである。 

 

２ 概要 

  和解の内容等 

  (1) 損害賠償の額 

車両の損害に係る額 金５２，５７０円 

  (2) 支払等 

  一般財団法人全国消防協会消防業務賠償責任保険から支払われる対物損

害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

  (3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしない。 

 

 

 


